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子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度

　
０
歳
～
高
校
生
年
代
の
児

童
の
医
療
費
を
助
成
し
ま

す
。
所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ

ん
。
助
成
を
受
け
る
に
は
、
あ
ら
か
じ
め

登
録
が
必
要
で
す
。

◆
登
録
す
る
に
は

持�

健
康
保
険
の
内
容
が
確
認
で
き
る
も
の

（
対
象
児
童
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い

る
も
の
）・
預
金
通
帳
ま
た
は
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
（
健
康
保
険
の
被
保
険
者

名
義
の
も
の
）

◆
登
録
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は

　
健
康
保
険
、
振
込

先
金
融
機
関
、
住
所

な
ど
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合
は
、
医
療
費

受
給
資
格
内
容
変
更

届
の
提
出
が
必
要
で

す
。

持�

変
更
が
あ
っ
た
も
の
（
健
康
保
険
の
内

容
が
確
認
で
き
る
も
の
、
預
金
通
帳
な

ど
）、
子
ど
も
医
療
費
受
給
者
証

【
共
通
事
項
】

申
こ
ど
も
支
援
課
に
直
接

◎
市
外
へ
の
転
出
や
受
給
者
証
の
有
効
期

限
が
過
ぎ
た
場
合
は
、
必
ず
受
給
者
証
を

返
却
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
令
和
７
年

12
月
２
日
以
降
、
従
来
の
健
康
保
険
証
は

使
用
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

問
同
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
２
４

所
沢
駅
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
、

パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
臨
時
休
業

　
２
月
16
日
㈪
は
、
グ
ラ
ン
エ
ミ
オ
所
沢

の
施
設
点
検
に
伴
う
全
館
休
館
の
た
め
、

臨
時
休
業
し
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問�
市
民
課
所
沢
駅
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
☎

２
９
６
８
‐
９
７
１
８
、
同
課
パ
ス
ポ

ー
ト
セ
ン
タ
ー
☎
２
９
６
８
‐
９
７
１

９退
職
金
共
済
制
度
の
掛
け
金
を
補
助

　
令
和
４
年
１
月
以
降
、
次
の
退
職
金
共

済
制
度
に
新
規
加
入
し
た
事
業
主
に
対

し
、
支
払
っ
た
共
済
掛
金
の
一
部
を
補
助

し
ま
す
（
新
規
加
入
か
ら
36
カ
月
分
ま

で
）。
対
象
事
業
主
宛
て
に
案
内
を
郵
送

し
ま
す
の
で
、
期
限
内
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。
案
内
が
届
か
な
い
方
、
新
規
加
入

の
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対�

象
制
度
　
▼
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

度
▼
特
定
退
職
金
共
済
制
度

◎
詳
細
は
市
HP
（
退
職
金
）
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

申�

問
必
要
書
類
を
２
月
20
日
㈮
（
消
印
有

効
）
ま
で
に
産
業
振
興
課
に
提
出
／
☎

２
９
９
８
‐
９
１
５
７

令
和
８
・
９
年
度
小
規
模
事
業
者
の

登
録
申
請
受
付

　
市
施
設
の
小
規
模
修
繕
を
行
う
市
内
業

者
の
登
録
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。な
お
、

現
在
登
録
中
の
方
も
登
録
期
間
が
終
了
し

ま
す
の
で
、
改
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。

登�

録
資
格
　
市
内
に
主
た
る
事
業
所
を
有

す
る
個
人
ま
た
は
法
人
で
、
次
の
全
て

に
該
当
す
る
方

　�

▼
市
の
入
札
参
加
資

格
者
名
簿
に
登
載
が

な
い
（
物
品
な
ど
は

除
く
）
▼
希
望
業
種

を
履
行
す
る
た
め
に

必
要
な
資
格
、
許
可
な
ど
が
あ
る
▼
市

税
の
滞
納
が
な
い
▼
契
約
を
締
結
す
る

能
力
が
あ
る

申�

登
録
申
請
の
手
引
き
を
ご
覧
の
上
、
２

月
１
日
㈰
～
28
日
㈯
に
契
約
課
に
直
接

・
郵
送
・
電
申

◎
手
引
き
、
申
請
書
な
ど
は
市
HP
（
小

規
模
事
業
者
）、
ま
た
は
同
課
で
入
手
で

き
ま
す
。

問
同
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
５
８

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施

　
案
は
、
担
当
課
の
ほ
か
市
役
所
１
階
市

政
情
報
セ
ン
タ
ー
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ

ー
、
市
HP
（
パ
ブ
コ
メ
）
で
入
手
で
き

ま
す
。

対�

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方
、
市
内

に
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
を
有
す
る
個

人
・
法
人
・
団
体
、
利
害
関
係
者
な
ど

◆�

所
沢
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策

行
動
計
画
（
素
案
）

募
集
期
間
　
２
月
16
日
㈪
～
３
月
17
日
㈫

案
の
公
表
　
２
月
16
日
㈪
か
ら

申�

問
案
に
対
す
る
意
見
を
保
健
医
療
課
に

提
出
／
☎
２
９
９
８
‐
９
３
８
５

◆�

所
沢
市
建
築
物
耐
震
改
修
促
進
計
画

（
素
案
）

募
集
期
間
　
２
月
20
日
㈮
～
３
月
23
日
㈪

案
の
公
表
　
２
月
20
日
㈮
か
ら

申�

問
案
に
対
す
る
意
見
を
建
築
指
導
課
に

提
出
／
☎
２
９
９
８
‐
９
１
８
０

開
　催

ト
コ
ろ
ん
出
没
情
報

◆�

さ
い
た
ま
ブ
ロ
ン
コ
ス
VS
ト
ラ
イ
フ
ー

プ
岡
山

日
２
月
７
日
㈯

場
市
民
体
育
館

問
商
業
観
光
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
５
５

　就学に必要な費用などの支払いにお困りの世帯に対
し援助をしています。詳細は市HP（ 就学援助）、学
校で配布する申請書をご覧ください。

対 �経済的理由でお困りの世帯（所得の目安は 4人家
族で前年所得の合計が 316万円未満）

内�容　▶学用品費▶新入学学用品費（入学前に支給を
受けていない 4・5月認定の小・中学 1年生）など

留�意事項　▶申請は毎年度必要▶４月分からの援助
は４月 15日㈬までに申請▶年度途中の申請は毎月
15日が当月分の締め切り▶ 1月 2日以降の転入者
は、世帯全員（高校生以下を除く）の令和 7年中
の所得証明が必要

申 �申請書、申請者名義の振込口座が分かるもの（写し
可）を小・中学校に直接または同課に直接・郵送

　物価高の影響を強く受けている子育て世帯に
「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
　詳細は市HPをご覧ください。

対 �平成 19 年 4 月 2 日～令和 8 年 3 月 31 日に
生まれた児童の保護者

支給額　対象児童 1人あたり 2万円
◎原則、申請は不要です。児童手当の登録口座に振り込
みます。
留�意事項　▶公務員（独立行政法人に勤務してい
る方を除く）の方などは申請が必要▶同手当は
2月 16日㈪から順次振り込み▶申請が必要な
方は申請書を同課に郵送

を支給します！
問教育総務課☎2998-9232問こども支援課☎2998-9124

市立の小・中学校に通学する児童生徒の
就学費用就学費用をを援助します援助します

物価高対応子育て応援手当物価高対応子育て応援手当

問中核市推進室☎2998-9463
▲詳細は
市HPをご覧
ください。


